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子ども・子育て支援法に基づく基本指針（案）の主な内容

（平成２５月８月６日 基本方針の概ねの案として内閣府が提示）

第１ 子ども・子育て支援の意義に関する事項

子どもや子育て家庭の置かれた状況や地域の実情を踏まえ、幼児期の学校教育・保

育、地域における多様な子ども・子育て支援の量的拡充を図ることが必要。また、妊

娠・出産期からの切れ目のない支援を行っていくことに留意することが重要。

第２ 幼児期の学校教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の

実施に関する基本的事項

１ 幼児期の学校教育・保育を提供する体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の

実施に関する基本的考え方

（１） 市町村は子ども・子育て支援新制度の実施主体である。

（２） 都道府県は広域性と専門性を有する立場から、市町村を支援する。

（３） 子ども・子育て支援新制度は、質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供が主眼である。

２ 子ども・子育て支援に当たっての関係者の連携・協働

行政機関同士、行政機関と事業者間、事業者間の連携・協働の体制を整備する。

第３ 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項（事業計画作成指針）

１ 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的事項

地域の子育てについてのニーズを調査し「市町村子ども・子育て支援事業計画」を

作成する。

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的（必須）記載事項

（１） 教育・保育提供区域の設定（小中学校区、行政区など）

（２） 各年度における幼児期の学校教育・保育の量の見込み（参酌標準）、実施しよう

とする幼児期の学校教育・保育（＊）の提供体制の確保の内容及びその実施時期

＊幼稚園、保育所、認定こども園、事業所内保育事業など

ア 幼児期の学校教育・保育の量の見込み（参酌標準・必要利用定員総数）

イ 幼児期の学校教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

（３） 地域子ども・子育て支援事業（＊）の量の見込み（参酌標準）、実施しようとす

る地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期

＊放課後児童健全育成事業、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業など

ア 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み（参酌標準）

イ 地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期

（４） 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進に関する

体制の確保の内容

ア 認定子ども園の設置、その普及に係る考え方
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イ 質の高い幼児期の学校教育・保育、地域子育て支援の役割及びその推進方策

ウ 幼保小の連携の推進（０歳～２歳、３歳～５歳に係る取組の連携）

３ 市町村子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項

（１） 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保

保護者が産休・育休開けの希望する時期に円滑に教育・保育施設等を利用でき

るよう、情報提供や各種事業の整備について。

（２） 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施

策との連携

児童虐待防止対策の充実、母子父子家庭の自立支援の推進等について

（３） 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図れるようにするために必要な雇用環

境の整備に関する施策との連携

ワーク・ライフ・バランスについての啓発・広報活動等について。

４ 都道府県子ども・子育て支援事業計画の作成に関する基本的記載事項

５ 都道府県子ども・子育て支援事業計画の作成に関する任意記載事項

６ その他

（１） 子ども・子育て支援事業計画の作成は、必要量の見込み及び確保方策を平成 26
年 9月中に取りまとめ、計画を平成 26年度中に作成する。

（２） 子ども・子育て支援事業計画は、地方版子ども・子育て会議等において毎年度

点検・評価、公表する。

（３） 子ども・子育て支援事業計画に定めた量の見込みと実際の状況に乖離がある場

合等は、中間年（平成３１年度）を目安として計画を見直す。

第４ 子どもに関する専門的な知識及び技術を必要とする児童の福祉増進のための施策と

の連携に関する事項

市町村は、要保護児童や障害児等を含めた地域の子ども・子育て家庭全体を対象と

した子ども・子育て支援の基盤整備を行う。

第５ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境

の整備に関する施策との連携に関する事項

子ども・子育て支援施策の充実と「働き方の改革」による仕事と生活の調和を早期

に実現する必要がある。このため、国はワーク・ライフ・バランス推進のため各施策

を推進する。

第６ その他

市町村は、子ども・子育て支援事業計画等への子育て当事者等の意見の反映をはじ

め、地域の子ども及び子育て家庭の実情を踏まえて実施することを担保するとともに、

計画を定期的に点検・評価し、必要に応じて改善を促すため、地方版子ども・子育て

支援会議の設置に努める。


